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※処遇改善加算では、初めに提出した計画書に追記・修正を加えてい
く形で、計画の変更を受け付けます。

その際には、下記①②の処理が必要です。
① データのロックの解除を事務局に連絡（依頼）する
② 「変更届」を添付して、修正した計画書を再アップロードする

【注】 締め切り日が土日の場合等でロック解除依頼の電話連絡ができ
ない場合は、締め切り日までにメールにて解除連絡をお願いします。

その他

連絡先メールアドレスを変更したい ・・・P.20

ログインID（メールアドレス）や
パスワードを変更したい ・・・P.21
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申請手続きの注意点

アカウントの情報は大切に管理をお願いします。

〇 新規の方以外は、今まで使用していたアカウントでログインできます。

・令和７年度 福祉・介護職員等処遇改善加算等 計画書のアカウント
・緊急支援補助金のアカウント

ログインアカウントについて

神奈川県からの通知をご確認ください。

提出期限について

※システムで提出を受理すると「提出が完了しました」というタイトルの
メールが届きます。該当のメール受信をもって、提出できた事を確認し
てください。

対象サービス 指定権者

当システムの
受付対象

障害福祉サービス
（障害者・障害児）

※R８年度から下記も含む
計画相談支援

地域相談支援（地域移行）
地域相談支援（地域定着）

障害児相談支援

神奈川県
横浜市 ・ 川崎市

相模原市

※横須賀市は対象外です

注意事項
県所管域の計画相談支援・障害児相談支援は各市町村が
指定権者となるため、各市町村に計画書の提出が必要です
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「ログインできない」 「ログインID（メールアドレス）を変えたい」
「提出した報告書を修正したい」
「エラーメッセージを修正してもアップロードができない」

など、操作方法やその他システムに関わることは

〇 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 処遇改善加算等事務局

 電話番号： 045-681-8434 （受付時間： 9時15分～16時45分 （平日））
 メールアドレス： shogu@kanafuku.jp

制度全般、及び制度についての詳細は

〇 厚生労働省相談窓口

 電話番号： 050-3733-0230 （受付時間： 9：00～18：00（土日含む））

問い合わせ先

FAQ

Q： 計画書はどこからダウンロードできるか。
A： 障害福祉情報サービスかながわ、又は厚労省のHPからお願いします。

Q： 新規事業所で事業所番号がまだ附番されていない時はどう書くのか。
A： 「１」を10桁記入してください。

Q: 事業譲渡が予定されている。計画書に修正が必要か。
A： 旧法人は計画書の修正、新法人からは新規で計画書の提出が必要です。

【例】 A法人からB法人へ８月で事業譲渡等の場合
①A法人は、提出済みの計画書の「算定期間」を７月までに修正する
②B法人は、８月から譲渡を受ける事業所を追記（又は新規提出）する

Q： 加算の金額がわからない（明細が手元にない）。
A： 国保連から毎月「処遇改善加算等総額のお知らせ」がシステムで

届いているはずです。お知らせの再発行等の相談先は国保連です。

担当：国保連（障害支援係） 045-329-3416

mailto:shogu@kanafuku.jp
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=15&id=70
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html


申請受付ポータルサイト

■ ポータルサイトURL

以下のURLをクリックしてください。

https://shougai.kanafuku-sinsei.jp//

■ ブラウザにURLを入力する方法

 クリックしても開かない場合は、検索するブラウザ上部のURL入力欄に直

接入力、または、URLをコピーアンドペーストしてEnterキーを押してくだ

さい。

hｔｔｐｓ：//shougai.kanafuku-sinsei.jp//
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※画面は令和5年度のも
のです。

https://shougai.kanafuku-sinsei.jp/
https://shougai.kanafuku-sinsei.jp/
https://shougai.kanafuku-sinsei.jp/
https://shougai.kanafuku-sinsei.jp/
https://shougai.kanafuku-sinsei.jp/
https://shougai.kanafuku-sinsei.jp/
https://shougai.kanafuku-sinsei.jp/
https://shougai.kanafuku-sinsei.jp/
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新規ユーザ登録

■ 以下のトップページが表示されます。

■ 画面一番下までスクロールし、「新規ユーザ登録」をクリックしてください。

※アカウントを既にお持ちの方は、ログインしてください。



■ 以下のページの必須項目＊を入力し、「次へ」をクリックしてください。

7

※不備があった際に照会します

・担当者氏名は、実際に計画書
を作成された方の名前を記載

・連絡先は必ずご担当者と連絡
がつく番号を記載



■ メール送信の同意にチェックし、「登録」をクリックしてください。

■ 本登録用のメールが送信されたため、ご自身のメールを確認してください。

8



■ ご自身の受信メール内にある、URLをクリックしてください。

■ 登録が完了しました。「ログインページへ」をクリックしてください。
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ログイン

■ 登録したメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」してください。

令和５年度以降の処遇改善等加算計画書で作成したアカウントでログイン可能です。
パスワードを忘れた場合は、「パスワードをお忘れの方はこちらへ」より再設定して
ください。

10



総合メニューの選択

■ 以下のメニューから、「令和８年度 福祉・介護職員処遇改善加算計画書」
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■ 法人の情報を入力するため、「計画書」をクリックしてください。

をクリックしてください。



手順1：「法人情報」の入力

■ 指マークに従い、「手順1：法人情報の入力」をクリックしてください。

12

■ 入力内容に間違いがあれば、上書き修正して「保存」をクリックしてください。

※不備があった際に照会します

・担当者氏名は、「今年度」実際に
計画書を作成された方の名前

・連絡先は必ずご担当者と連絡
がつく番号
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手順2：ファイルアップロード

■ アップロード用の計画書フォーマットを事前に入力しておいてください。

 障害福祉情報サービスかながわ（通称らくらく）の掲載場所より

 ダウンロードし作成を進めてください。

■ 「ファイルを選択」をクリックしてください。



■ パソコンやUSBメモリ等に保存している計画書をダブルクリック、または

14

「開く」をクリックしてください。

■ 左側の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、ファイルがダウンロードされ

ます。提出データと相違ないか確認してください。

■ 「アップロード」をクリックしてください。エラーが出た場合は、指示に従い

修正して再アップロードしてください。
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■ 「提出する」、「OK」をクリックしてください。

提出する

■ 以上で計画書の提出は完了です。お疲れ様でした。

※システムで提出を受理すると「提出が完了しました」というタイトル
のメールが届きます。該当のメール受信をもって、提出できた事を確
認してください。



変更届の作成・添付 （変更届は4/16以降より添付可能）
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■ 「変更届」をクリックしてください。

■ 指マークに従い、「変更届書の入力」をクリックしてください。

令和８年度

■ 年度途中で加算の区分を上げる、新規事業所を追加する等、提出済みの
 計画書を変更する場合、アップロードファイルの差替えが必要です。

差し替えのためにロックを解除する必要があります。
16時45分までに事務局にご連絡ください。
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■ 変更する内容を入力し、「保存」をクリックしてください。

■ 「戻る」をクリックしてください。
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■ 「計画書」をクリックしてください。

■ 「変更届の提出」のプルダウンから、「令和●年●月●日 変更分を提出」

を選択し、「提出する」をクリックしてください。以上で終了です。

※吸収合併等で名称や住所等が変更になる場合は、別紙様式2のアップロードだけでなく、
「手順1：法人情報の入力」も変更してください。

この選択により、帳票に
変更届が添付されます。
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連絡先メールアドレスを変更したい

■ 法人情報の下部の「書類作成担当者」の情報を編集し、保存を押す

■ 法人情報の右端にある「編集」ボタンを押す

担当者にも変更がないか、
併せてご確認ください。
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ログインID（パスワード）を変更したい

■ 希望する変更処理を行ってください。

※ まず、設定済みのログインID（メールアドレス）とパスワードで
 システムへのログインが必要です。

■ 総合メニュー上部の赤い帯部分の 「設定」 で変更が可能です

ここをクリック
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